
は
じ
め
に 壬

午
軍
乱
と
対
ア
ジ
ア
観

紫
漠
会
を
中
心
と
し
て

長
野
浩
典

一
昨
年
、
一
九
九
四
年
（
平
成
六
）
は
日
清
戦
争
か
ら
一
○
○
年
の
節
目
の
年
で
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
前
後
の
対
朝
鮮
政
策
と
日
清
戦
争
に
お
け
る

日
本
の
勝
利
は
、
そ
の
後
た
ど
っ
た
近
代
日
本
の
道
筋
を
決
定
づ
け
る
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
近
年
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
日
清
戦
争

（
１
）

の
再
評
価
も
な
さ
れ
て
い
る
。
日
清
戦
争
は
、
近
代
日
本
に
と
っ
て
本
格
的
な
対
外
戦
争
で
あ
り
近
代
戦
争
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
日
本
に
と
っ

て
多
大
な
リ
ス
ク
を
伴
う
戦
争
で
も
あ
っ
た
。
日
清
戦
争
は
、
圧
倒
的
な
国
民
の
支
持
を
得
て
遂
行
さ
れ
た
。
国
民
の
支
持
が
戦
争
を
勝
利
へ
導
く

大
き
な
力
と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
国
民
の
意
識
は
、
日
清
戦
争
中
に
わ
か
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
明
治
維
新

以
来
政
府
が
行
っ
て
き
た
朝
鮮
政
策
を
、
国
民
が
徐
々
に
受
け
入
れ
な
が
ら
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
過
程
の
中
で
、
日
清
戦

争
へ
の
ひ
と
つ
の
ス
テ
ッ
プ
と
な
っ
た
壬
午
軍
乱
は
、
国
民
の
対
ア
ジ
ア
観
を
形
成
す
る
上
で
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

周
知
の
よ
う
に
壬
午
軍
乱
と
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
一
五
）
七
月
一
一
三
日
、
朝
鮮
京
城
に
お
い
て
朝
鮮
人
民
の
反
日
・
反
封
建
・
反
開
妃
の
気
運

を
背
景
と
し
て
、
朝
鮮
軍
隊
に
よ
る
日
本
公
使
館
襲
撃
を
含
む
ク
ー
デ
タ
ー
事
件
で
あ
る
。
こ
の
事
件
に
よ
り
、
親
日
派
で
あ
っ
た
開
妃
一
派
は
一

掃
さ
れ
、
闇
妃
の
実
父
で
あ
る
大
院
君
が
政
権
を
掌
握
し
た
。
事
件
に
際
し
、
日
清
両
国
が
朝
鮮
に
派
兵
し
て
緊
張
が
高
ま
っ
た
が
、
李
鴻
章
は
大

院
君
を
天
津
に
引
致
し
戦
争
を
回
避
し
た
。
八
月
、
日
本
は
朝
鮮
と
の
間
に
済
物
浦
条
約
を
結
び
、
朝
鮮
へ
の
進
出
を
一
歩
進
め
た
。
一
方
、
日
本



広
瀬
氏
は
、
「
上
村
希
美
雄
は
初
期
紫
漠
会
の
国
権
思
想
を
『
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
主
義
は
そ
の
反
西
欧
的
な
理
念
１
１
資
本
主
義
の
「
暗
濁
世
界
」

に
対
す
る
ア
ジ
ア
的
「
徳
義
世
界
」
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
ズ
ム
を
対
置
さ
せ
た
こ
と
に
お
い
て
、
侵
略
よ
り
も
同
盟
の
道
を
模
索
し
、
実
行
し
よ
う
と
し

た
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
、
ご
く
粗
朱
な
形
に
せ
よ
そ
の
究
極
に
宇
内
共
和
政
治
的
な
世
界
政
府
の
構
想
を
持
と
う
と
し
た
姿
勢
に
関
し
て
も
、
今

（
５
）

後
な
お
仔
細
な
検
討
た
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
』
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
は
、
私
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
：
．
」
と
し
て
、

紫
漠
会
の
国
権
派
と
し
て
の
対
外
侵
略
論
よ
り
も
、
そ
の
成
立
当
初
に
「
ア
ジ
ア
連
帯
」
「
万
国
共
和
」
の
構
想
が
あ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
思
想
的

紫
漠
会
に
関
す
る
研
究
は
、
自
由
民
権
運
動
と
の
か
か
わ
り
で
、
そ
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
の
論
及
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
が
、
全
体
的
に
は
ま

だ
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
中
で
、
思
想
史
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
言
え
ば
、
広
瀬
玲
子
、
上
村
希
美
雄
両
氏
の
研
究
を
ま
ず
挙
げ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
両
氏
は
、
壬
午
軍
乱
に
関
す
る
紫
漠
会
の
主
張
を
詳
細
に
検
討
し
対
ア
ジ
ア
意
識
に
論
及
さ
れ
て
お
り
、
見
解
も
基
本
的
に
一
致
し

意
義
を
見
出
し
て
お
ら
れ
る
。

は
な
ら
な
い
。
両
氏
は
、

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

確
か
に
、
紫
涙
会
が
ア
ジ
ア
一
一
一
国
（
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
）
の
連
帯
を
唱
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
壬
午
軍
乱
に
際
し
て
紫
漠
会

Ｌ

研
究
史
上
の
問
題
点

一
一

（
２
）

国
内
で
は
事
件
を
め
ぐ
っ
て
世
論
が
沸
騰
し
、
日
本
人
の
対
外
意
識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
民
権
派
に
お
い
て
も
、
民
権
論
か
ら
国
権

（
３
）

拡
張
論
へ
の
思
想
的
転
換
の
ひ
と
つ
の
契
機
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
時
期
、
自
由
民
権
運
動
に
対
抗
す
る
形
で
全
国
各
地
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
国
権
主
義
を
標
傍
す
る
諸
団
体
・
結
社
は
、
い
か
な

る
「
壬
午
軍
乱
」
論
を
展
開
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
民
権
派
も
国
権
拡
張
を
唱
え
る
よ
う
に
な
る
中
で
、
ど
の
よ
う
な
特
色
あ
る
「
対
ア
ジ
ア
観
」

を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
「
国
権
派
」
の
対
外
意
識
に
つ
い
て
の
研
究
は
意
外
に
少
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
は
、
紫
漠
鍵
の
思
想
を
中
心
に
、
壬
午
軍
乱
前
後
の
対
ア
ジ
ア
観
を
民
権
派
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。



こ
こ
で
は
ま
ず
、
壬
午
軍
乱
以
前
の
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
を
み
て
み
た
い
。

一
九
世
紀
後
半
の
西
欧
列
強
の
ア
ジ
ア
進
出
は
、
必
然
的
に
ア
ジ
ア
人
民
の
危
機
意
識
と
反
感
、
対
抗
意
識
を
燃
え
上
が
ら
せ
た
。
紫
漠
会
は
当

時
の
世
界
を
次
の
よ
う
に
み
る
．
す
な
わ
ち
コ
ァ
ジ
ァ
で
は
北
に
ロ
シ
ア
が
、
西
に
イ
ギ
リ
ス
が
進
出
し
Ｉ
筆
者
注
）
猛
虎
ノ
鋸
ス
ル
ガ
如
ク
、

大
小
相
嫉
ミ
、
強
弱
乳
リ
争
テ
富
強
ノ
術
ヲ
講
シ
、
競
テ
舌
唾
ノ
計
ヲ
為
ス
、
名
ハ
文
明
卜
云
フ
ト
錐
共
、
其
実
ハ
則
チ
腕
力
世
界
ナ
リ
、
戦
争
世

界
ナ
リ
、
野
蛮
世
界
ナ
リ
、
禽
獣
世
界
ナ
リ
（
後
略
吟
）
と
。
紫
倶
会
の
西
欧
列
強
に
対
す
る
認
識
は
シ
ビ
ア
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
侵
略
を
虎
視
耽
々

と
狙
う
西
欧
列
強
が
、
武
力
を
前
面
に
出
し
て
対
時
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

ニ
ア
ジ
ア
連
帯
論

一
一
一

の
主
張
は
、
中
国
・
朝
鮮
と
の
主
戦
論
へ
急
転
す
る
。
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
上
村
氏
は
こ
れ
を
「
む
ろ
ん
そ
れ
（
ア
ジ
ア
連
帯
論

ｌ
筆
者
塗
は
彼
ら
が
真
の
平
和
主
義
思
想
に
達
し
て
い
た
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
朝
鮮
の
壬
午
の
軍
乱
が
起
き
る
と
、
直
ち
に

『
戦
哉
々
々
、
今
日
ノ
中
正
・
ハ
戦
二
在
り
実
』
（
『
対
朝
鮮
政
策
第
二
』
）
と
叫
ん
で
、
主
戦
論
的
姿
勢
に
転
ず
る
こ
と
を
跨
踏
し
な
か
っ
た
例
も
あ

る
。
だ
が
そ
れ
は
朝
鮮
が
わ
が
国
と
の
信
を
踏
み
に
じ
っ
た
と
見
た
か
ら
で
あ
り
、
弱
肉
強
食
の
『
虎
狼
世
界
』
で
あ
る
西
欧
資
本
主
義
社
会
の
軌

道
を
修
正
す
る
た
め
、
『
徳
義
世
界
』
で
あ
る
ア
ジ
ア
諸
国
が
結
盟
し
て
そ
の
国
勢
を
高
め
よ
う
と
す
る
基
本
姿
勢
に
お
い
て
は
変
わ
り
は
な
か
つ

（
６
）

た
と
見
て
よ
い
」
と
、
あ
く
ま
で
ア
ジ
ア
連
帯
論
こ
そ
が
紫
漠
会
の
主
張
の
基
盤
に
あ
っ
た
と
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
私
は
、
む
し
ろ
壬
午

軍
乱
の
勃
発
に
よ
っ
て
も
ろ
く
も
崩
れ
て
い
く
「
朝
鮮
へ
の
信
頼
」
を
み
る
に
つ
け
、
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
に
ど
れ
ほ
ど
の
内
実
が
備
わ
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
私
は
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
、
日
本
が
西
欧
列
強
と
対
抗
し
な
が
ら
侵
略
を
退
け
、

独
立
を
維
持
す
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
主
張
れ
さ
た
、
き
わ
め
て
現
実
的
か
つ
戦
術
的
な
主
張
で
あ
っ
て
、
壬
午
軍
乱
に
際
し
て
容
易
に
噴
出
す

る
朝
鮮
へ
の
蔑
視
感
や
侵
略
意
識
こ
そ
が
、
表
面
的
な
「
連
帯
論
」
の
根
底
に
横
た
わ
る
本
質
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
で
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
ま
ず
紫
漠
会
の
壬
午
軍
乱
前
後
の
対
ア
ジ
ア
観
の
変
容
を
見
て
み
た
い
。



さ
ら
に
彼
等
の
西
欧
列
強
へ
の
不
信
感
は
、
「
抑
欧
州
ノ
十
九
世
紀
ハ
、
人
之
二
蒙
ラ
シ
ム
ル
ー
ー
文
明
ノ
美
称
ヲ
以
テ
ス
ト
錐
任
、
吾
党
ノ
眼
ヨ

リ
見
レ
バ
猶
狂
々
這
々
狗
闘
狼
争
ノ
券
冥
世
界
タ
ル
ヲ
見
ル
ナ
リ
（
中
略
）
邦
土
ヲ
樫
ミ
、
人
ノ
国
権
ヲ
侵
凌
シ
、
名
ハ
公
法
卜
云
う
、
而
シ
テ
其
実

（
８
）

強
国
ノ
私
法
二
過
ギ
ズ
、
其
法
ヲ
称
シ
テ
文
明
ノ
法
ト
ー
云
う
、
吾
ハ
之
ヲ
信
セ
サ
ル
ナ
リ
（
後
略
）
」
と
、
ま
こ
と
に
強
烈
で
あ
る
。
資
本
主
義
列
強

の
対
外
侵
略
主
義
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
西
欧
列
強
へ
の
不
信
感
は
民
権
派
に
も
見
ら
れ
る
が
、
例
え
ば
清
仏
戦
争
の
際

（
９
）

に
民
権
派
（
と
く
に
自
由
党
系
）
が
フ
ラ
ソ
ス
と
連
帯
し
対
清
共
同
行
動
を
と
る
べ
し
と
の
主
張
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
な
ど
に
比
べ
れ
ば
、
紫
漠
会

の
そ
れ
は
き
わ
め
て
徹
底
し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
れ
で
は
、
西
欧
列
強
が
東
ア
ジ
ア
侵
略
を
狙
い
、
力
で
対
時
し
て
い
る
状
況
下
に
お
い
て
、
日
本
が
独
立
を
維
持
し
国
権
を
拡
張
す
る
方
策
を
、

紫
倶
会
は
ど
こ
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
ア
ジ
ア
が
連
帯
し
て
西
欧
列
強
に
対
し
「
道
義
と
倫
理
の
尊
重
」
を
主
張
し
実
現
す
る
こ
と

（
胸
》

に
そ
れ
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
西
欧
の
力
に
よ
る
「
侵
略
主
義
」
に
、
東
洋
の
「
道
義
と
倫
理
」
を
対
置
し
た
の
で
あ
っ
た
。
紫
漠
会
の

思
想
は
基
本
的
に
儒
教
主
義
が
濃
厚
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
さ
き
の
シ
ビ
ア
な
現
状
認
識
と
う
ら
は
ら
な
、
い
さ
さ
か
楽
観
的
な
主
張
に
思
え

る
。
こ
の
点
に
関
し
広
瀬
氏
は
「
彼
ら
は
列
強
が
弱
国
を
分
割
し
て
従
属
さ
せ
、
植
民
地
化
し
て
い
く
帝
国
主
義
の
論
理
を
必
然
の
も
の
と
見
な
さ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
帝
国
主
義
の
世
界
に
対
応
す
る
世
界
と
し
て
『
真
正
ナ
ル
道
義
卜
真
正
ナ
ル
自
由
』
の
あ
る
世
界
を
規
定
し
て
い
た
」
か
ら

（
皿
》

で
あ
る
と
し
、
そ
の
道
義
の
世
界
が
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
の
だ
と
さ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
彼
ら
の
主
張
は
「
支
那
」
「
朝
鮮
」
そ
し
て
日
本

の
三
国
が
連
帯
し
て
西
欧
列
強
に
対
抗
す
べ
き
だ
と
い
う
「
ア
ジ
ア
連
帯
論
」
へ
と
発
展
す
る
。
左
に
、
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
の
ひ
と
つ
を
引
用

今
日
如
此
ノ
大
厄
運
二
際
ス
ル
ヲ
以
テ
、
吾
党
ノ
目
的
ト
ス
ル
所
ハ
、
全
志
相
合
シ
テ
全
感
相
結
上
、
中
正
ノ
旗
ヲ
翻
シ
、
道
義
ノ
塁
ヲ
高
フ

シ
テ
、
忠
君
愛
国
ノ
利
器
ヲ
執
り
、
東
亜
細
亜
ノ
豪
傑
ヲ
糾
合
シ
テ
、
欧
州
雰
冥
国
ノ
邪
論
曲
政
ヲ
一
掃
シ
、
吾
党
ノ
主
義
ナ
ル
真
正
ノ
文
明
ヲ
、

（
皿
）

宇
内
二
拡
張
セ
ソ
ト
欲
ス
ル
ノ
、
こ
（
後
略
）

こ
う
し
て
紫
漠
会
は
、
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
東
ア
ジ
ア
三
国
の
連
帯
に
よ
っ
て
、
西
欧
資
本
主
義
国
の
侵
略
を
防
ぐ
と
い
う
道
を
模
索
し
て
い
く

四

す
る
。



（
過
）

の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
確
か
に
西
欧
列
強
の
論
理
と
は
異
な
る
方
向
で
の
国
権
拡
張
の
道
を
追
求
１
）
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ

の
構
想
が
早
く
も
つ
ま
づ
き
を
見
せ
る
の
が
壬
午
軍
乱
で
あ
っ
た
。
紫
漠
会
は
壬
午
軍
乱
に
際
し
、
清
国
お
よ
び
朝
鮮
の
「
不
義
」
を
非
難
し
、
朝

鮮
民
衆
を
「
玩
民
」
と
称
し
、
両
国
と
の
主
戦
論
を
展
開
す
る
に
至
る
。
ま
た
同
時
に
、
国
権
の
伸
長
と
は
武
力
の
充
実
で
あ
る
と
い
う
、
先
に
否

定
し
た
は
ず
の
「
力
」
へ
の
信
仰
も
芽
を
ふ
き
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
節
で
は
、
彼
ら
の
壬
午
軍
乱
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

三
壬
午
軍
乱
論

五

壬
午
軍
乱
の
報
に
際
し
、
「
忽
然
卜
〆
疾
雷
一
声
吾
人
ノ
耳
ヲ
驚
」
か
す
、
と
う
言
う
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
た
紫
漠
会
は
、
「
朝
鮮
ノ
処
分
」
を

（
Ｍ
）

論
ず
る
こ
と
を
意
識
的
に
避
け
、
ま
ず
「
東
亜
細
亜
全
局
（
日
本
支
那
朝
鮮
）
二
関
シ
テ
ノ
形
勢
当
務
長
策
大
計
」
を
論
じ
た
。

こ
こ
で
彼
ら
は
、
「
興
亜
ノ
説
」
は
大
別
し
て
「
二
種
」
あ
る
と
し
た
。
要
約
す
れ
ば
、
第
一
は
ア
ジ
ア
併
合
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
自
己
ノ

国
力
ヲ
以
テ
、
東
亜
細
亜
ノ
諸
国
ヲ
圧
服
シ
、
其
ヲ
シ
テ
皆
我
ノ
頭
使
隷
役
二
供
セ
ソ
ト
欲
ス
、
更
二
之
ヲ
直
言
ス
レ
バ
、
他
邦
ヲ
挙
テ
、
悉
ク
我

有
ト
シ
、
以
テ
両
球
ヲ
雄
視
シ
セ
ソ
ト
ス
ル
説
ナ
リ
霊
）
と
い
う
。
つ
ま
り
武
力
に
よ
る
全
ア
ジ
ア
の
征
服
と
併
合
に
よ
っ
て
西
欧
列
強
と
対
抗
し
よ

う
と
い
う
説
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
は
、
「
壮
快
喜
ブ
可
と
と
し
な
が
ら
も
、
実
行
は
非
現
実
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
併
合
を
実

行
す
る
に
足
る
他
に
隔
絶
し
た
実
力
Ｉ
武
力
を
持
つ
国
が
ア
ジ
ア
に
は
存
在
し
な
い
の
と
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
隔
絶
し
た
武

力
を
も
つ
国
が
な
く
、
力
の
桔
抗
し
た
ア
ジ
ア
の
国
々
同
志
の
争
い
は
、
か
え
っ
て
西
欧
列
強
に
つ
け
い
る
隙
を
与
え
て
し
ま
う
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
併
合
説
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
も
し
他
国
に
隔
絶
し
た
実
力
を
日
本
が
持
っ
て
い

た
ら
、
日
本
に
よ
る
全
ア
ジ
ア
の
併
合
は
「
興
亜
」
の
策
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
論
理
が
う
か
が
え
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
力
へ

の
信
仰
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
興
亜
ノ
説
」
の
第
二
は
、
「
東
亜
細
亜
諸
邦
、
就
中
日
本
支
那
朝
鮮
各
其
国
権
ヲ
以
テ
、
相
聯
合
シ
、
政
ハ
相
互
ニ
テ
干
渉
セ
ス
、
独
り
外
交

政
略
ヲ
共
ニ
シ
（
軍
備
を
拡
充
さ
せ
て
ｌ
筆
者
注
）
、
東
亜
細
亜
ノ
全
力
ヲ
栗
メ
テ
、
以
テ
欧
州
二
向
ヒ
テ
、
雌
雄
ヲ
試
ソ
ト
ス
ル
説
ナ
リ
」
と
、
さ



て
い
な
い
の
で
あ
る
。

｛
ハ

き
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
を
継
承
し
た
説
で
あ
る
。
日
本
・
清
国
・
朝
鮮
の
そ
れ
ぞ
れ
が
軍
備
を
充
実
さ
せ
た
上
で
連
合
し
、
西
欧
列
強
に
対
抗
す
る
と

い
う
も
の
で
、
こ
の
一
一
一
国
連
帯
の
基
礎
は
各
国
間
相
互
の
「
信
義
」
に
あ
る
と
し
た
。

結
局
こ
の
社
説
に
お
い
て
紫
漠
会
は
、
第
二
の
説
を
実
行
可
能
で
よ
り
現
実
的
な
「
興
亜
ノ
説
」
と
し
て
選
択
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し

問
題
は
、
一
一
一
国
連
合
の
前
提
た
る
「
信
義
」
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
壬
午
軍
乱
で
朝
鮮
の
日
本
大
使
館
が
襲
撃
さ
れ
親
日
的
な
闇
妃
政
権
が
倒
れ
、
清

国
に
近
い
大
院
君
政
権
が
生
ま
れ
た
と
い
う
事
態
は
、
朝
鮮
・
清
国
が
日
本
に
対
す
る
「
信
義
」
を
裏
切
っ
た
と
と
い
う
認
識
に
至
ら
ざ
る
を
え
な

い
。
こ
う
な
る
と
東
ア
ジ
ア
一
一
一
国
の
連
帯
は
、
根
底
か
ら
揺
ら
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
例
え
ば
「
論
朝
鮮
暴
挙
玉
な
る
論
説
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。
「
（
戦
争
は
わ
れ
わ
れ
も
好
む
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
１

１
筆
者
注
）
事
理
ノ
在
ル
所
、
義
己
ム
ヲ
得
サ
ル
ニ
臨
ソ
テ
ハ
、
暇
令
元
々
ヲ
廃
欄
シ
、
一
国
焦
土
ト
為
ル
モ
、
勇
往
鋭
進
屈
椀
ス
可
カ
ラ
ス
」
、

ま
た
「
朝
鮮
ノ
我
々
力
公
使
館
ヲ
襲
撃
セ
シ
ハ
、
是
我
力
天
皇
陛
下
ヲ
凌
犯
ス
ル
也
、
此
ニ
シ
テ
、
之
ヲ
不
問
二
瞳
ク
、
将
何
ヲ
以
テ
国
権
ヲ
拡

張
セ
ソ
、
即
チ
所
謂
元
々
ヲ
魔
欄
シ
、
一
国
焦
土
卜
為
ル
モ
、
勇
往
鋭
進
屈
携
ス
可
ラ
サ
ル
ノ
時
ナ
リ
」
と
。
紫
漠
会
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
皇
室

中
心
主
義
を
唱
え
て
成
立
し
た
が
、
公
使
館
襲
撃
は
天
皇
を
「
凌
犯
」
す
る
行
為
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
以
上
の
「
不
義
」
は
な
い
と
し
糾
弾
し
、
こ

の
上
は
一
国
が
焦
土
と
な
っ
て
も
屈
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
今
回
ノ
如
キ
、
宜
シ
ク
開
導
指
示
事
理
ノ
当
否
ヲ
解
シ
、
速

二
講
和
ヲ
議
セ
シ
メ
、
輔
者
相
依
り
、
東
亜
細
亜
ノ
親
和
ヲ
固
ル
ヘ
シ
、
是
し
支
那
ノ
当
サ
ニ
務
ム
ヘ
キ
所
ナ
リ
、
乃
チ
隠
煽
陰
誘
教
唆
ヲ
加
へ
、

事
ア
ル
ヲ
喜
ビ
ヌ
、
従
テ
助
援
ヲ
為
サ
ソ
ト
欲
セ
ス
、
巳
二
大
国
ノ
義
務
ヲ
失
シ
、
又
自
ラ
隣
国
ノ
好
誼
ヲ
破
ル
支
那
モ
亦
伐
シ
可
キ
也
」
と
、
言

う
。
す
な
わ
ち
、
東
ア
ジ
ア
一
一
一
国
連
帯
の
核
と
な
り
、
日
本
・
朝
鮮
両
国
を
指
導
す
る
立
場
の
清
国
が
そ
の
「
大
国
ノ
義
務
」
を
放
棄
し
、
反
日
色

の
濃
い
大
院
君
政
権
と
通
ず
る
こ
と
は
、
隣
国
日
本
に
対
す
る
「
好
誼
」
を
破
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
れ
を
理
由
に
清
国
を
武
力
で
「
伐
シ
」

べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
紫
漠
会
も
日
本
と
清
国
の
国
力
の
差
を
認
識
し
て
お
り
、
清
国
を
「
強
国
」
と
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
き
の

主
張
は
感
情
論
と
も
思
え
る
が
、
と
も
か
く
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
の
必
要
条
件
で
あ
っ
た
「
東
洋
の
信
義
」
は
、
こ
こ
で
は
ま
っ
た
く
顧
慮
さ
れ



以
上
の
べ
て
き
た
よ
う
に
、
紫
漠
会
の
清
国
・
朝
鮮
・
日
本
一
一
一
国
の
連
帯
に
よ
る
西
欧
列
強
と
の
対
抗
Ｏ
自
国
の
独
立
と
い
う
構
想
は
、
壬
午
軍

乱
を
契
機
に
事
実
上
挫
折
し
た
と
い
え
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
構
想
に
か
わ
り
う
る
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
強
兵
Ｉ

四
ア
ジ
ア
連
帯
論
に
か
わ
る
も
の
ｌ
軍
備
拡
張
論

七

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
壬
午
軍
乱
を
契
機
に
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
と
言
え
る
。
た
だ
、
こ
の
後
も
日
清
戦
争
前
ま

で
ア
ジ
ア
連
帯
論
が
時
折
顔
を
見
せ
る
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
西
欧
列
強
と
の
対
抗
上
、
強
国
「
清
国
」
の
実
力
が
必
要
だ
と
い
う
、
極
め

て
実
利
的
な
思
惑
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
「
東
洋
の
信
義
」
を
前
提
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
信
義
」
は
一
一
一

国
相
互
の
も
の
で
は
な
く
、
日
本
が
清
国
や
朝
鮮
に
一
方
的
に
要
求
す
る
「
信
義
」
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
つ
ま
り
一
八
七
五
年
（
明
治
八
）
、
明

治
政
府
は
朝
鮮
を
挑
発
し
江
華
島
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
西
欧
列
強
が
日
本
に
対
し
て
行
っ
た
と
同
様
の
、
い
や
そ
れ
以
上
に
屈
辱
的
な
不
平
等
条

約
Ｉ
日
朝
修
好
条
規
を
朝
鮮
に
強
制
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
近
代
日
本
の
朝
鮮
侵
略
の
足
が
か
り
が
築
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
紫
漠
会
の
論
理

を
借
り
て
、
こ
の
明
治
政
府
の
行
為
を
朝
鮮
側
か
ら
み
れ
ば
、
力
を
背
景
に
し
た
ま
さ
に
「
野
蛮
」
、
の
行
為
に
ほ
か
な
ら
ず
、
両
国
間
の
「
信
義
」

を
失
す
る
こ
と
こ
の
上
な
い
行
為
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
日
本
の
朝
鮮
へ
の
侵
略
行
為
の
延
長
上
に
あ
る
壬
午
軍
乱
の
本
質
を
少
し

も
省
み
る
こ
と
な
く
、
一
方
的
に
「
東
洋
の
信
義
」
を
清
国
・
朝
鮮
に
求
め
東
ア
ジ
ア
の
連
帯
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
清
国
・
朝
鮮
の
側
が
受
け

入
れ
る
べ
く
も
な
く
、
そ
れ
は
空
論
に
等
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
内
実
を
と
も
な
わ
な
い
、
日
本
側
の
御
都
合

主
義
の
「
一
方
的
な
連
帯
論
」
で
し
か
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
壬
午
軍
乱
を
前
に
そ
れ
ま
で
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
か
ら
「
清

国
伐
つ
く
し
」
の
主
戦
論
に
、
か
く
も
容
易
に
転
ず
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
民
権
派
の
相
愛
社
も
壬
午
軍
乱
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
集
会
を
開
い
て
い
る
。
こ
の
集
会
で
は
、
田
中
賢
道
ほ
か
二
名
が
開
戦
論
を
唱
え

（
”
）

た
が
、
全
体
と
し
て
は
非
戦
論
が
大
勢
を
占
め
た
と
い
う
。
だ
が
こ
う
し
た
数
少
な
い
民
権
派
の
非
戦
論
に
対
し
て
、
紫
漠
会
は
「
い
だ
す
ら
に
政

（
肥
）

府
の
方
針
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
厳
し
く
非
難
し
た
の
で
あ
っ
た
。



八

軍
備
拡
張
論
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
紫
漠
会
は
、
成
立
当
初
か
ら
国
権
拡
張
を
党
是
と
し
て
い
た
か
ら
強
兵
論
は
彼
ら
の
主
張
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
壬
午
軍
乱
を
契
機
と
し
て
軍
備
拡
張
を
唱
え
、
「
力
」
へ
の
信
仰
を
あ
ら
わ
に
す
る
。

（
閲
）

ま
ず
明
治
一
五
年
一
一
月
に
は
『
紫
漠
雑
誌
』
に
「
強
兵
論
」
を
掲
載
し
て
富
国
強
兵
論
を
説
い
た
が
、
こ
の
主
張
の
背
景
に
「
朝
鮮
ノ
変
」
に

よ
っ
て
醸
成
さ
れ
た
彼
ら
の
危
機
感
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
強
兵
論
」
の
核
心
は
、
「
我
国
権
ヲ
拡
張
シ
、
我
独
立
不
羅
ヲ

マ
守

全
フ
セ
ソ
ト
欲
セ
・
ハ
、
全
国
ヲ
挙
ケ
テ
兵
ト
ス
ル
ニ
非
サ
レ
バ
不
可
ナ
リ
、
而
シ
テ
全
国
ノ
民
皆
ナ
独
立
不
珊
ノ
気
象
卜
膝
慨
赴
死
ノ
意
気
ア
ル
ー
ー

至
リ
テ
ハ
、
兵
ノ
強
弱
ヲ
問
ハ
ズ
シ
テ
知
ル
可
キ
ナ
リ
、
是
し
吾
党
ノ
強
兵
論
二
於
ケ
ル
、
必
ス
先
シ
教
育
ヲ
以
テ
始
メ
ト
ス
ル
所
以
ナ
リ
」
と
、

単
な
る
軍
備
拡
張
で
は
な
く
、
全
国
民
を
兵
と
し
て
、
そ
の
兵
（
国
民
）
の
兵
た
る
に
必
要
な
精
神
の
あ
り
方
を
論
じ
、
さ
ら
に
そ
の
精
神
を
形
成
す

る
た
め
の
教
育
の
必
要
を
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
同
時
期
、
『
紫
漠
新
報
』
紙
上
で
は
次
の
よ
う
な
軍
備
拡
張
論
を
唱
え
た
。

マ
マ

夫
レ
兵
ハ
国
ノ
大
事
、
死
生
ノ
地
存
亡
ノ
道
察
セ
ズ
ソ
バ
ア
ル
可
ラ
ズ
（
中
略
）
、
一
日
兵
備
ヲ
ロ
棄
ス
ル
ァ
ラ
・
ハ
、
一
国
ノ
権
理
ハ
乍
チ
衰
微

シ
テ
、
内
証
外
患
瞳
ヲ
接
シ
テ
起
り
、
後
事
復
タ
如
何
ト
モ
ス
可
ラ
サ
ル
ノ
窮
況
二
陥
ル
ハ
必
然
ノ
事
（
中
略
）
、
其
レ
一
朝
兵
備
ヲ
怠
慢
ス
ル
ノ

粗
漏
ア
ラ
・
ハ
、
随
テ
各
国
ノ
軽
侮
ヲ
誘
致
シ
、
或
ハ
貿
易
口
裡
二
多
少
ノ
損
害
ヲ
被
り
、
或
ハ
同
等
権
上
一
一
幾
分
ノ
自
由
ヲ
屈
ス
（
中
略
）
、
今
日

宇
内
ノ
大
勢
二
虚
シ
テ
屈
辱
ヲ
遠
サ
ケ
、
亡
減
ヲ
免
レ
ソ
ト
欲
ス
ル
モ
、
果
シ
テ
得
可
ラ
サ
ル
ナ
リ
、
サ
レ
・
ハ
一
国
独
立
ノ
人
民
ト
シ
テ
、
不
覇

権
理
ヲ
具
シ
、
貴
重
ノ
自
由
ヲ
有
ス
ル
者
、
朝
野
ヲ
問
ハ
ズ
、
農
商
二
論
ナ
ク
、
相
共
二
埴
勉
シ
、
相
共
二
負
担
シ
テ
、
富
国
強
兵
上
ハ
我
日
本

帝
国
ノ
公
権
ヲ
翠
固
一
一
シ
、
下
ハ
子
孫
後
来
ノ
栄
誉
ヲ
保
持
ス
ル
ニ
従
事
セ
サ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
（
中
略
）
、
兵
ニ
ァ
ラ
サ
レ
バ
、
以
テ
国
益
ヲ
結
構
ス

可
ラ
ス
、
武
一
一
ア
ラ
サ
レ
バ
、
国
権
ヲ
伸
長
ス
可
ラ
ス
、
治
安
モ
強
兵
ノ
保
護
二
成
り
、
自
由
モ
尚
武
ノ
ー
途
二
伸
ブ
、
鳴
乎
其
レ
爾
リ
目
下
何

（
鋤
）

者
乎
、
複
タ
兵
備
ノ
貴
重
急
需
ナ
ル
ニ
如
ク
者
ア
ラ
ソ
ャ
（
後
略
）

要
す
る
に
、
国
家
の
独
立
、
国
権
の
伸
長
、
治
安
の
維
持
、
そ
れ
に
具
体
的
で
は
な
い
が
自
由
の
拡
充
等
々
の
国
家
的
課
題
の
実
現
は
す
べ
て
「
強

兵
」
が
達
せ
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
壬
午
軍
乱
を
契
機
に
強
く
抱
い
た
危
機
感
が
露
骨
な
軍
備
拡
張
論
へ
発
展
し
た



壬
午
軍
乱
を
契
機
に
、
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
事
実
上
放
棄
さ
れ
た
と
考
え
る
が
、
こ
の
時
期
の
民
権
派
の
多
く
も
国
権
拡
張
論
に
傾
い
て

（
理
）

行
っ
た
。
そ
れ
で
は
紫
漠
会
と
民
権
派
の
主
張
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
相
違
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
紫
漠
会
の
思
想
の
特
質
を
、
同
時
期
の
民

権
派
の
主
張
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
論
調
は
何
も
紫
漠
会
に
特
有
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
民
権
派
の
多
く
の
論
者
も
明
治
政
府
の
大
軍
備
拡
張
路
線
へ
接

（
即
》

近
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
の
世
論
の
「
大
勢
」
で
あ
っ
た
と
雪
ｐ
え
る
。
し
か
し
政
府
の
壬
午
軍
乱
を
契
機
と
す
る
大
軍
備
拡
張
・

軍
国
主
義
の
路
線
は
、
朝
鮮
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
侵
略
政
策
と
不
可
分
で
あ
っ
た
か
ら
、
例
紫
漠
会
が
こ
の
路
線
を
支
持
し
た
と
い
う

こ
と
は
、
彼
ら
が
そ
の
後
い
か
に
ア
ジ
ア
の
連
帯
や
日
清
の
連
合
を
唱
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
矛
盾
に
満
ち
た
主
張
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

《
①
対
西
洋
観
》

五
紫
漠
会
の
思
想
の
特
質

九

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
紫
漠
会
の
西
欧
列
強
の
帝
国
主
義
政
策
に
対
す
る
認
識
は
極
め
て
リ
ア
ル
で
あ
る
。
彼
ら
は
当
時
の
状
況
を
「
腕
力
世

界
」
「
野
蛮
世
界
」
「
禽
獣
世
界
」
と
表
現
し
た
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
・
ハ
の
一
九
世
紀
は
、
決
し
て
「
文
明
」
で
は
な
く
「
狂
々
信
々
狗
闘
狼
争
ノ
埜

冥
世
界
」
で
あ
る
と
し
た
。
こ
う
し
た
認
識
が
示
さ
れ
る
の
は
、
的
確
に
国
際
情
勢
を
把
握
し
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
自
由
党
系

（
詞
》

の
民
権
派
の
フ
ラ
ン
ス
に
対
す
る
幻
想
や
福
沢
諭
士
ロ
の
西
洋
文
明
に
対
す
る
信
頼
に
比
べ
れ
ば
鋭
い
認
識
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た

認
識
は
、
当
時
の
情
勢
判
断
だ
け
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
自
由
民
権
運
動
そ
の
も
の
へ

の
痛
烈
な
批
判
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
紫
漠
会
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
ル
ソ
ー
の
民
約
論
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
「
（
前
略
）

此
輩
ャ
元
同
胞
相
救
フ
ノ
至
誠
二
発
ス
ル
ニ
非
ス
、
又
秩
序
ヲ
保
チ
国
安
ヲ
護
シ
、
平
和
ノ
改
進
ヲ
団
ル
ー
一
非
ス
、
唯
其
利
己
方
便
ノ
論
、
狂
暴
好

マ
寺

事
ノ
気
、
交
々
其
中
二
戦
テ
適
汗
吏
専
権
ノ
暴
政
二
遭
遇
シ
、
之
ガ
為
二
其
激
烈
ノ
気
象
ヲ
養
成
シ
、
一
意
ニ
其
破
壊
転
覆
ノ
説
ヲ
実
行
セ
ン
丁
ヲ

試
ム
ル
者
ナ
レ
バ
、
一
旦
彼
輩
ヲ
〆
、
所
謂
其
所
持
ノ
時
機
二
達
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
ァ
ラ
バ
、
其
レ
邪
説
暴
行
ヲ
社
会
二
逼
ス
ル
、
其
レ
果
シ
テ
如



紫
漠
会
の
対
ア
ジ
ア
観
は
先
に
ふ
た
と
お
り
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
、
壬
午
軍
乱
を
契
機
に
事
実
上
放
棄
さ
れ
、

強
硬
な
主
戦
論
や
軍
備
拡
張
論
、
ま
た
朝
鮮
へ
の
蔑
視
感
な
ど
が
表
に
現
れ
た
。
民
権
派
の
そ
れ
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
『
自
由
新
聞
』
は
壬
午
軍

（
藷
）

乱
を
「
朝
鮮
ノ
玩
民
、
其
政
府
ノ
命
令
ヲ
奉
ゼ
ザ
ル
者
相
集
マ
リ
テ
、
党
ヲ
ナ
シ
、
以
テ
我
公
使
館
を
襲
撃
シ
タ
ル
モ
ノ
」
と
断
じ
、
わ
が
国
の
陸

軍
を
数
隊
派
遣
す
れ
ば
、
朝
鮮
と
い
う
国
名
を
地
図
上
か
ら
消
す
こ
と
も
容
易
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
た
だ
朝
鮮
と
の
戦
争
は
、
清
国
や
ロ

シ
ア
の
干
渉
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
あ
く
ま
で
「
平
和
手
段
」
（
外
交
的
方
法
）
で
解
決
す
べ
き
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
松
尾
章
一
氏

は
、
さ
ら
に
奥
宮
健
之
の
朝
鮮
に
対
す
る
強
硬
な
出
兵
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
「
私
は
士
族
や
豪
農
出
身
の
自
由
党
員
の
考
え
は
、
お
そ
ら
く
奥
宮

の
よ
う
な
考
え
方
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
八
八
一
一
年
当
時
ま
で
は
ま
だ
一
八
八
四
年
と
は
ち
が
っ
て
、

さ
き
に
引
用
し
た
社
説
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
平
和
主
義
』
に
よ
る
解
決
論
が
自
由
党
内
に
明
ら
か
に
存
在
し
て
い
た
事
実
に
注
目
す
る
こ
と
が

重
要
で
は
な
い
か
と
思
う
髭
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
壬
午
軍
乱
を
契
機
に
民
権
派
の
大
勢
は
対
ア
ジ
ア
強
行
論
Ｉ
国
権
拡
張
論
へ
傾
斜
し
朝
鮮

へ
の
蔑
視
感
も
あ
ら
わ
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
熊
本
の
相
愛
社
が
朝
鮮
問
題
を
め
ぐ
っ
て
集
会
を
開

（
”
）

い
た
際
に
、
非
戦
論
が
開
戦
論
よ
り
優
位
で
あ
っ
た
と
い
う
状
況
が
ま
だ
存
在
し
て
い
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

《
③
自
国
Ⅱ
日
本
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
》

芝
原
拓
自
氏
は
、
「
台
湾
遠
征
や
江
華
島
事
件
の
前
後
か
ら
、
日
本
の
世
論
の
な
か
に
は
、
朝
鮮
ば
か
り
か
清
国
に
た
い
し
て
も
、
す
で
に
無
視

《
②
舟
ア
ジ
ア
観
》

一

○

何
ゾ
ャ
。
将
二
彼
ノ
国
王
ヲ
殺
シ
、
政
府
ヲ
覆
シ
、
社
会
廃
欄
ス
ル
ノ
ロ
ベ
ス
ピ
ェ
ー
ル
ガ
威
舞
ヲ
ナ
サ
ソ
ト
ス
ル
乎
。
抑
々
又
将
二
彼
ノ
無
頼
ヲ

（
割
》

教
唆
シ
、
無
知
ヲ
煽
動
シ
暴
民
ヲ
嫉
使
ス
ル
ノ
ミ
ラ
ボ
ー
ガ
咳
唾
二
拾
ハ
ソ
乎
。
（
後
略
）
」
と
。
彼
ら
に
し
て
み
れ
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
は
、
社
会

や
国
家
の
安
全
を
脅
か
し
、
国
王
を
殺
し
政
府
を
転
覆
し
、
社
会
を
「
廃
欄
」
し
た
だ
け
の
政
治
運
動
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
議
論

は
フ
ラ
ソ
ス
革
命
を
論
じ
な
が
ら
、
実
は
目
の
前
に
あ
る
自
由
民
権
運
動
を
批
判
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
紫
漠
会

の
西
欧
観
は
不
信
と
嫌
悪
に
貫
か
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。



壬
午
軍
乱
を
契
機
に
民
権
派
の
主
張
も
、
大
勢
と
し
て
は
国
権
拡
張
論
に
傾
斜
す
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
紫
漠
会
と
民
権
派
の
対
ア
ジ
ア
観

に
つ
い
て
、
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
時
期
、
民
権
と
国
権
の
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
の
か
と
い
う
議
論

に
お
い
て
は
な
お
違
い
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
こ
の
民
権
と
国
権
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。

紫
漠
会
は
も
と
も
と
民
権
運
動
に
対
抗
し
国
権
拡
張
を
標
傍
し
て
成
立
し
た
。
成
立
時
の
三
大
規
約
と
追
加
規
約
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

規
約
明
治
十
四
年
九
月
一
日
議
定

第
一
皇
室
を
翼
戴
し
立
憲
の
政
体
を
賛
立
し
以
て
国
権
を
拡
張
す

第
二
教
育
を
敦
く
し
人
倫
を
正
し
以
て
社
会
の
開
明
を
進
む

《
④
民
権
と
国
権
》

し
が
た
い
侮
蔑
感
と
自
惚
れ
が
あ
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
と
く
に
朝
鮮
へ
の
軍
国
主
義
的
国
権
拡
張
熱
も
根
強
か
っ
た
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
」

（
麹
）

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
思
い
あ
が
り
に
対
す
る
警
告
も
そ
の
後
み
ら
れ
る
が
、
壬
午
軍
乱
後
は
、
こ
う
し
た
警
告
や
自
省
は
概

（
聾
）

ね
な
り
を
ひ
そ
め
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
優
越
意
識
や
日
本
Ｉ
指
導
者
と
い
う
意
識
が
噴
出
し
て
く
る
。
紫
漠
会
に
お
い
て
も
、
同
様
の
意
識
が

み
て
と
れ
る
。
例
え
ば
山
田
徹
二
な
る
人
物
の
署
名
論
説
記
事
で
あ
る
「
属
国
ノ
義
ヲ
明
ニ
ス
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

「
（
前
略
）
吾
輩
力
東
洋
ノ
無
事
ヲ
図
リ
、
東
洋
ノ
親
睦
ヲ
希
フ
所
以
ノ
モ
ノ
何
ソ
ャ
、
欧
州
各
国
二
対
シ
テ
、
此
貴
重
ナ
ル
国
権
ヲ
有
タ
ン
カ
為
メ

ナ
リ
（
中
略
）
、
吾
輩
、
我
力
政
府
力
、
此
貴
重
ナ
ル
国
権
保
護
ノ
為
メ
、
且
弱
ヲ
扶
ケ
テ
、
小
ヲ
助
ク
ル
義
ヲ
思
フ
テ
、
朝
鮮
ノ
弱
小
無
カ
ヲ
間
ミ
、

（
鋤
）

一
タ
ヒ
支
那
政
府
二
向
テ
、
厳
重
二
詰
問
セ
ラ
ル
、
所
ア
ル
ヲ
切
望
ス
ル
ナ
リ
」
と
。
こ
こ
に
は
朝
鮮
を
ど
の
よ
う
な
対
象
と
し
て
と
ら
え
て
い
る

か
が
、
極
め
て
端
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
の
国
権
保
護
の
た
め
に
「
弱
小
無
力
」
で
あ
る
朝
鮮
を
「
偶
」
れ
み
、
朝

鮮
を
属
国
扱
い
す
る
清
国
を
詰
問
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
う
る
。
こ
こ
に
朝
鮮
へ
の
蔑
視
感
と
優
越
感
、
そ
し
て
指
導
者
意
識
ま
で
も
が
現
れ
て
い

る
。
ま
た
朝
鮮
を
清
国
や
日
本
よ
り
一
ラ
ン
ク
下
の
国
と
み
る
意
識
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
が
あ
る
こ
と
を
無
視
し
て
、
紫
漠
会
の
ア
ジ

ア
連
帯
論
な
い
し
は
清
国
・
朝
鮮
・
日
本
の
三
国
連
帯
論
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



是
」
で
あ
っ
た
。

次
に
民
権
と
国
権
を
彼
ら
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
ふ
た
つ
の
史
料
に
明
か
で
あ
る
。

①
内
治
卜
外
交
ノ
関
係
（
中
略
）
、
其
内
治
論
者
ハ
単
二
民
権
ヲ
保
護
ス
ル
ヲ
以
テ
主
ト
シ
謂
フ
、
民
権
盛
ソ
ナ
レ
バ
国
権
亦
随
ツ
テ
盛
ソ
ナ
リ
、

何
ソ
殊
更
一
一
国
権
ヲ
張
ル
ヲ
用
ヒ
ソ
、
外
交
論
者
ハ
則
然
ラ
ズ
、
単
一
一
国
権
ヲ
拡
張
ス
ル
ヲ
以
テ
主
ト
シ
、
国
権
荷
モ
傷
ケ
バ
民
権
亦
タ
全

ラ
ズ
、
復
タ
内
治
ノ
如
何
ヲ
顔
ミ
ザ
ル
モ
ノ
ノ
如
シ
（
中
略
）
、
内
治
ヲ
顧
ミ
ス
シ
テ
国
権
ヲ
論
ス
ル
ト
内
治
ヲ
義
シ
テ
遺
ス
ト
、
共
二
皆
吾

第
三
厚
生
の
道
を
勉
め
吾
人
の
独
立
を
全
し
以
て
国
家
の
富
強
を
図
る

但
、
第
二
第
三
は
各
自
の
目
的
を
示
す
者
に
し
て
必
ず
し
も
本
会
に
於
い
て
施
行
す
る
者
に
非
ず

追
加
規
約
明
治
十
五
年
五
月
五
日
議
定

（
副
）

第
一
日
本
国
の
主
権
は
則
天
皇
陛
下
の
固
有
た
る
こ
と
勿
論
な
れ
ば
敢
て
異
議
を
容
る
、
こ
と
な
し

要
す
る
に
第
二
・
第
三
の
規
約
は
個
人
の
目
標
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
天
皇
主
義
と
立
憲
制
樹
立
、
国
権
拡
張
主
義
が
い
わ
ゆ
る
「
党

②
夫
レ
国
ナ
ル
者
ハ
本
各
個
人
民
ノ
集
合
体
ナ
リ
、
故
一
一
一
国
ノ
不
覇
独
立
ハ
、
各
個
人
民
ノ
不
願
独
立
ヨ
リ
シ
テ
成
り
、
各
個
人
民
ノ
不
曝

独
立
ハ
亦
タ
、
一
国
ノ
不
潔
独
立
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
為
一
一
破
ル
、
是
し
理
ノ
観
易
キ
モ
ノ
ナ
リ
（
中
略
）
、
今
天
下
方
二
各
個
人
民
ノ
不
覇
独
立
一
一

急
ニ
シ
テ
、
ロ
ヲ
開
ケ
バ
鞠
チ
国
会
卜
云
上
立
憲
卜
云
う
、
殊
一
一
知
ラ
ズ
各
個
人
民
ノ
不
覇
独
立
ハ
一
国
ノ
不
覇
独
立
ナ
ラ
ザ
ル
ガ
為
二
破

（
漣
）

人
ノ
取
一
フ
ザ
ル
所
ナ
リ
（
後
略
）

（
麺
》

ル
ル
コ
ト
ヲ
（
後
略
）

一
一

①
の
史
料
で
は
、
内
治
の
重
視
Ｉ
民
権
の
拡
張
、
外
交
の
重
視
Ｉ
国
権
の
拡
張
と
と
ら
え
て
お
り
、
両
者
を
並
立
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
し
て

い
る
。
こ
れ
は
民
権
・
国
権
の
い
ず
れ
へ
の
偏
重
も
排
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
中
正
主
義
」
を
主
張
し
た
も
の
で
、
こ
の
限
り
で
は
民
権
・
国
権
の
ど

ち
ら
を
重
視
す
る
か
が
明
瞭
で
は
な
い
。
一
方
②
の
史
料
で
は
、
国
会
の
開
設
Ｉ
立
憲
制
の
採
用
に
よ
る
「
各
個
人
民
の
不
麗
独
立
」
は
、
「
一
国

ノ
不
穎
独
立
」
が
維
持
さ
れ
は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
国
の
独
立
が
な
け
れ
ば
民
権
の
拡
張
も
有
り
得
な
い
と
い
う
論
で
あ
る
。
こ
こ



で
は
明
ら
か
に
国
権
が
民
権
に
優
先
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
ず
こ
と
さ
ら
「
国
会
・
立
憲
」
な
ど
と
叫

ぶ
自
由
民
権
運
動
は
弊
害
が
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
先
に
述
べ
た
軍
備
拡
張
論
の
中
で
も
紫
漠
会
は
、
軍
拡
を
「
朝
野
ヲ
問
ハ
ズ
、

農
商
二
論
ナ
ク
」
「
共
二
負
担
」
し
て
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
だ
と
し
て
、
国
権
を
民
権
に
優
先
さ
せ
て
い
る
９

ま
た
、
「
国
権
」
と
い
う
語
は
、
対
外
的
な
国
家
の
独
立
と
い
う
意
味
だ
け
で
な
く
、
主
権
の
所
在
を
示
す
概
念
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し

て
言
え
ば
、
紫
漠
会
に
お
い
て
は
天
皇
主
権
主
義
で
あ
る
．
紫
涙
会
の
領
袖
佐
々
友
房
は
、
「
其
は
（
共
和
政
体
は
ｌ
筆
者
注
）
大
に
吾
輩
の
主
旨

に
殊
な
り
、
吾
輩
は
皇
統
一
系
の
国
体
、
独
立
不
覇
の
国
権
を
保
護
拡
張
せ
ん
が
為
に
、
政
治
の
改
良
、
即
ち
立
憲
政
体
を
希
う
者
な
れ
ば
、
国
体

（
汎
）

を
変
じ
て
共
和
と
す
る
如
き
に
至
っ
て
は
、
侭
令
天
下
悉
く
之
を
望
む
も
、
決
し
て
之
に
同
意
せ
ざ
る
く
し
」
と
言
う
。
こ
の
よ
う
に
紫
漠
会
の
国

権
主
義
の
中
心
に
は
天
皇
至
上
主
義
が
あ
っ
た
。
壬
午
軍
乱
に
つ
い
て
彼
ら
は
、
朝
鮮
の
行
為
は
天
皇
を
「
凌
犯
」
す
る
も
の
と
し
て
厳
し
く
非
難

し
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
日
本
の
「
国
権
」
を
そ
こ
な
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

一
方
民
権
派
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
の
時
期
、
大
勢
と
し
て
民
権
よ
り
国
権
拡
張
に
比
重
が
移
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
八

（
葵
》

八
五
年
（
明
治
一
八
）
に
至
っ
て
も
な
お
国
権
よ
り
民
権
を
優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
例
外
に
等
し
い
。
壬
午
軍
乱

か
ら
甲
申
事
変
に
か
け
て
の
時
期
に
民
権
派
の
対
ア
ジ
ア
観
は
明
ら
か
に
国
権
拡
張
主
義
に
傾
斜
す
る
。
と
ろ
こ
が
一
方
、
国
内
に
お
け
る
民
権
拡

張
論
は
維
持
・
主
張
さ
れ
る
。
私
は
こ
の
ふ
た
つ
の
主
張
が
ま
す
ま
す
派
離
し
矛
盾
を
深
め
て
い
く
の
が
こ
の
時
期
だ
と
考
え
て
い
蕊
。

《
⑤
ま
と
め
》

一
一
一

紫
漠
会
の
思
想
は
、
ま
ず
対
外
意
識
に
お
い
て
も
国
内
政
策
・
政
治
構
想
に
お
い
て
も
国
権
主
義
が
貫
徹
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の

思
想
の
根
底
に
あ
る
も
の
は
、
天
皇
主
義
と
儒
教
主
義
的
な
発
想
、
そ
れ
に
自
由
民
権
運
動
へ
の
強
烈
な
対
抗
意
識
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
の
ち
の
国

家
主
義
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
片
鱗
さ
え
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
対
ア
ジ
ア
観
に
お
い
て
は
、
清
国
と
朝
鮮
を
区
別
し
て
お
り
朝
鮮
に

対
す
る
侮
蔑
感
が
強
い
。
こ
う
し
た
意
識
は
、
清
国
Ｉ
強
国
と
い
う
認
識
が
ゆ
ら
ぎ
は
じ
め
る
と
、
今
度
は
清
国
に
も
向
け
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を

持
っ
て
い
る
。
紫
漠
会
の
思
想
的
特
質
を
そ
の
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
そ
の
「
ア
ジ
ア
主
義
」
を
高
く
評
価
す
る
こ
と
に
は
同
意
で
き
な
い
。



最
後
に
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
の
「
連
帯
」
の
対
象
は
何
で
あ
っ
た
の
か
考
え
て
み
た
い
。
彼
ら
が
「
連
帯
」
の
対
象
と
し
て
頼
み
に
し
て
い

た
の
は
、
連
帯
す
る
に
足
る
朝
鮮
ま
た
清
国
と
い
う
物
質
的
力
量
を
備
え
た
「
国
家
」
で
あ
っ
た
。
彼
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
に
お
い
て
は
、
強
国
と
し

て
の
清
国
や
「
信
義
」
を
基
調
と
す
る
「
東
洋
文
化
」
Ｉ
儒
教
文
化
に
対
し
て
の
信
頼
は
よ
く
語
ら
れ
る
。
し
か
し
朝
鮮
民
衆
や
清
国
民
衆
へ
の
信

頼
の
弁
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
壬
午
軍
乱
に
際
し
て
は
、
朝
鮮
人
を
総
じ
て
「
玩
民
」
と
し
て
さ
げ
す
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ

で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

一

四

紫
涙
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
を
興
亜
思
想
と
し
て
積
極
的
に
評
価
す
る
考
え
が
あ
る
。
し
か
し
私
が
壬
午
軍
乱
前
後
の
紫
漠
会
の
主
張
を
追
っ
て
き

て
考
え
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
は
壬
午
軍
乱
の
報
に
接
す
る
と
急
速
に
強
硬
論
、
主
戦
論
に
転
化
す
る
ほ
ど
の
本
質
的
に
は
脆
弱
な
内

容
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
広
瀬
氏
は
壬
午
軍
乱
後
の
紫
倶
会
（
の
ち
の
熊
本
国
権
党
も
含
め
て
）
の
対
外
意
識
を
丹
念
に
分

析
さ
れ
、
彼
ら
の
主
張
に
日
清
連
合
論
が
姿
を
消
し
「
東
洋
の
盟
主
」
と
し
て
の
意
識
が
濃
厚
と
な
る
に
及
ん
で
、
こ
れ
を
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
と

（
”
）

規
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
「
こ
れ
が
、
白
色
人
種
Ｉ
西
欧
列
強
と
対
抗
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
と
清
国
を
従
え
て
日
本
が
東
洋
の
盟
主
に
な
る
と
い
う
、

大
ア
ジ
ア
主
義
で
あ
っ
た
」
「
し
か
し
ア
ジ
ア
と
そ
し
て
何
よ
り
も
日
本
の
発
展
の
た
め
に
、
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
を
踏
み
台
に
す
る
と
い
う
点
で
は
、

紫
漠
会
初
期
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
日
清
戦
争
を
契
機
と
し
て
紫
漠
会
の
国
権
主
義
は
変
質
し
て
い
つ

（
鉢
）

た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
私
も
壬
午
軍
乱
後
も
時
折
み
え
た
日
清
連
合
構
想
が
、
日
清
戦
争
を
契
機
に
完
全
に
放
棄
さ
れ
、
か
わ
っ
て
日
本
Ｉ

「
東
洋
の
盟
主
」
と
い
う
意
識
が
前
面
に
出
て
く
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
ら
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
の

思
想
的
基
盤
は
非
常
に
弱
く
、
壬
午
軍
乱
の
よ
う
に
外
交
的
緊
張
関
係
を
も
つ
事
態
が
生
ず
る
と
、
そ
の
思
想
の
本
質
が
表
出
し
て
く
る
。
そ
の
本

質
と
は
国
権
拡
張
論
で
あ
り
朝
鮮
へ
の
侮
蔑
感
で
あ
り
周
辺
諸
国
へ
の
侵
略
意
識
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
様
を
彼
ら
の
壬
午
軍
乱
論
に
見
出

す
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
で
彼
ら
の
国
権
拡
張
思
想
が
、
日
清
戦
争
後
に
至
っ
て
質
的
に
変
化
す
る
、
と
い
う
見
解
に
は
疑
問
を
感
じ
る
も
の



の
点
も
紫
漠
会
の
ア
ジ
ア
連
帯
論
に
限
界
を
感
じ
る
所
以
で
あ
る
。

と
は
言
え
、
こ
う
し
た
対
ア
ジ
ア
意
識
は
一
部
を
除
い
て
当
時
の
日
本
人
の
ほ
と
ん
ど
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ひ
る
が
え
っ
て
現
代
の
私

た
ち
日
本
人
の
対
ア
ジ
ア
意
識
は
ど
う
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
対
ア
ジ
ア
意
識
は
、
日
清
戦
争
後
一
○
○
年
と
い
う
時
の
経
過
に
ふ
さ
わ
し
い
発
展

を
遂
げ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
「
一
○
○
年
の
日
本
の
来
し
方
」
を
も
う
一
度
見
す
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一

五

［
註
］

（
１
）
中
塚
明
氏
は
、
永
野
法
務
大
臣
の
侵
略
戦
争
否
定
の
発
言
に
触
れ
、
「
過
去
一
○
○
年
の
日
本
の
来
し
方
を
あ
い
ま
い
に
し
た
ま
ま
で
、
現
実
の
日
本
が
大
き
な

曲
が
り
角
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
お
も
え
ば
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
日
本
の
近
代
を
根
底
か
ら
問
い
な
お
し
て
み
る
意
味
は
き
わ
め
て
大
き
い
と
考
え
る
。
」
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
（
「
今
日
か
ら
み
た
日
清
戦
争
」
『
歴
史
地
理
教
育
』
五
二
一
号
、
一
九
九
四
年
八
月
）
。

（
２
）
当
時
の
オ
ピ
ー
ー
オ
ソ
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
は
、
壬
午
軍
乱
前
か
ら
朝
鮮
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
が
、
壬
午
軍
乱
が
起
こ
る
と
す
ぐ
に
朝
鮮
保
守
派
を
懲

罰
し
て
清
国
を
打
つ
べ
し
と
の
対
清
国
強
硬
論
を
展
開
す
る
。
彼
は
そ
の
後
一
貫
し
て
軍
備
拡
張
論
を
唱
え
、
政
府
の
対
外
政
策
を
穣
極
的
に
支
持
し
て
い
く
。

こ
の
点
、
ひ
ろ
た
ま
さ
き
「
対
外
政
策
と
脱
亜
意
識
」
（
『
講
座
日
本
歴
史
』
一
八
八
五
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
参
照
。

（
３
）
例
え
ば
芝
原
拓
自
は
、
民
権
派
の
壬
午
軍
乱
へ
の
対
応
に
こ
の
思
想
的
転
換
の
契
機
を
見
出
さ
れ
て
い
る
（
「
天
皇
制
成
立
期
に
お
け
る
国
家
威
信
と
対
外
問
題
」

『
日
本
近
代
化
の
歴
史
的
位
遼
』
一
九
八
一
年
、
岩
波
書
店
）
。

（
４
）
紫
漠
会
は
は
じ
め
、
民
権
派
の
相
愛
社
等
も
含
み
込
む
形
で
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
に
熊
本
で
結
成
さ
れ
た
政
治
結
社
で
あ
る
。
し
か
し
結
成
ま
も
な
く
相
愛

社
は
紫
漠
会
と
決
別
し
、
紫
漠
会
は
国
権
拡
張
を
目
指
す
結
社
と
し
て
活
動
し
、
の
ち
熊
本
国
権
党
へ
と
発
展
す
る
。
な
お
、
紫
漠
会
と
大
分
と
の
関
係
に
つ
い

て
は
、
野
田
秋
生
氏
の
『
大
分
県
政
党
史
の
研
究
』
に
詳
し
い
。

（
５
）
広
瀬
玲
子
「
ア
ジ
ア
連
帯
主
義
か
ら
大
ア
ジ
ア
主
義
へ
」
（
『
史
卿
』
第
一
八
号
三
ペ
ー
ジ
）
。

（
６
）
上
村
希
美
雄
「
熊
本
国
権
党
の
成
立
」
（
『
民
権
と
国
権
の
は
ざ
ま
』
二
九
○
～
二
九
一
ペ
ー
ジ
）
。



す
る
説
が
あ
る
。

一 一、一一、一、一 、 夕 畠 、

２ ２ ２ １ ２ ０ １ ９ １８１７１６
，－〆、一、－〆、画ゲ～〆－〆ー〆

（
８
）
「
述
志
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
一
五

（
９
）
松
尾
章
一
「
大
阪
事
件
研
究
前
進
〈

（
、
）
（
ｕ
）
前
掲
広
瀬
論
文
、
七
ペ
ー
ジ
。

（
⑫
）
「
東
亜
細
亜
攻
略
」
（
『
紫
漠
雑
誌

（
咽
）
広
瀬
前
掲
論
文
、
八
～
九
ペ
ー
ジ
。

（
皿
）
「
対
朝
鮮
之
政
略
」
（
『
紫
漠
雑
誌

（
巧
）
た
だ
し
こ
の
併
合
論
は
、
単
に
日
一

主
張
で
あ
る
。

_

７
－〆

『
紫
漠
新
報
』
明
治
一
五
年
八
月
一
五
日
付
。

「
反
対
党
ノ
言
論
ヲ
聞
テ
感
ア
リ
」
（
『
紫
漠
新
報
』
明
治
一
五
年
九
月
二
○
日
付
）
。

『
紫
漠
雑
誌
』
第
二
五
号
、
明
治
一
五
年
一
一
月
一
日
。

「
海
軍
宜
拡
張
論
第
一
」
（
『
紫
漠
新
報
』
明
治
一
五
年
八
月
二
九
日
付
）
。

芝
原
前
掲
論
文
お
よ
び
松
尾
前
掲
論
文
等
参
照
。

民
権
派
の
国
権
拡
張
論
へ
の
転
換
の
時
期
に
関
し
て
は
、
芝
原
拓
自
氏
の
一
八
八
二
年
Ｉ
壬
午
軍
乱
と
す
る
説
と
、
遠
山
茂
樹
氏
の
一
八
八
四
年
Ｉ
甲
申
事
変
と

（
調
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由
民
権
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研
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三
七
七
ペ
ー
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一
九
九
○
年
、
日
本
経
済
評
論
社
）
。

「
国
権
論
」
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漠
雑
誌
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一
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八
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月
か
ら
一

二
月
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計
三
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号
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出
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た
。
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主
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津
田
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一
・

「
述
志
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紫
漠
雑
誌
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第
一
五
号
、
明
治
一
五
年
七
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二
一
日
）
。

砥
尾
章
一
「
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阪
事
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進
の
た
め
に
」
（
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阪
事
件
関
係
史
料
集
解
題
』
）
。

『
紫
漠
雑
誌
』
第
一
七
号
。

「
東
亜
細
亜
攻
略
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
九
号
、
明
治
一
五
年
五
月
二
一
日
）
。

『
紫
漠
雑
誌
』
第
一
七
号
、
明
治
一
五
年
八
月
一
一
日
）
。

、
単
に
日
本
の
ア
ジ
ア
を
併
合
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
全
体
を
併
合
す
る
力
趣
の
あ
る
国
が
あ
れ
ば
行
え
ば
良
い
と
い
う

一
一
ハ



（
”
）
註
（
Ⅳ
）
に
同
じ
。

一、グー、一、

２６２５２４
、－"ー〆～〆

「
蔵
騒
氏
ノ
民
約
説
ヲ
駁
ス
井
附
論
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
一
三
号
、
一
八
八
一
一
年
七
月
一
日
）
。

「
朝
鮮
ノ
変
報
」
（
『
自
由
新
聞
』
一
八
八
二
年
八
月
一
日
）
。

松
尾
前
掲
書
、
三
六
六
～
三
六
八
ペ
ー
ジ
。
な
お
松
尾
氏
は
、
植
木
枝
盛
・
中
江
兆
民
の
対
ア
ジ
ア
論
も
紹
介
さ
れ
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
「
植
木
枝

盛
や
中
江
兆
民
の
よ
う
な
対
ア
ジ
ア
論
は
、
当
時
の
民
権
派
ま
な
か
で
も
き
わ
め
て
例
外
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
（
同
書
一
一
一
六
八
～
一
一
一
七

ペ
ー
ジ
）
。

一

七

（
躯
）
芝
原
拓
自
「
対
外
観
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
（
『
日
本
近
代
思
想
体
系
対
外
観
』
解
説
）
五
○
八
～
五
○
九
ぺ
１
ジ
。

（
羽
）
『
日
本
近
代
思
想
体
系
対
外
観
』
の
「
新
聞
論
調
（
二
）
．
（
一
一
一
）
」
の
諸
史
料
を
参
照
。
当
時
の
世
論
に
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
優
越
意
識
・
指
導
者
意
識

が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
民
権
派
の
新
聞
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
い
。

（
釦
）
『
紫
漠
雑
誌
』
第
一
一
二
号
、
一
八
八
二
年
一
○
月
一
日
。

（
皿
）
『
克
堂
佐
々
先
生
遺
稿
』
一
一
五
～
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
犯
）
「
中
正
ノ
作
用
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
二
一
号
、
明
治
一
五
年
九
月
二
一
日
）
。

（
調
）
「
国
権
論
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
三
号
、
明
治
一
五
年
三
月
一
一
一
日
）
。

（
弘
）
「
紫
漠
会
歴
史
抜
抄
」
（
『
紫
漠
雑
誌
』
第
二
号
、
明
治
一
五
年
三
月
一
一
日
）
。

（
妬
）
松
尾
前
掲
書
、
一
一
一
八
九
ぺ
Ｉ
ジ
。
松
尾
氏
が
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
は
、
星
亨
が
出
資
し
て
小
室
信
介
ら
を
記
者
と
し
て
招
き
発
刊
さ
れ
た
『
自
由
燈
』
の

「
民
権
と
国
権
の
関
係
」
と
い
う
論
説
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭
に
は
「
民
権
は
本
に
し
て
国
権
は
末
な
り
而
し
て
国
権
は
民
権
に
よ
り
て
成
る
と
錐
も
亦
た
民
権
の

全
き
は
国
権
の
全
き
を
得
る
に
あ
り
云
ふ
こ
と
是
な
り
」
と
あ
る
。

（
調
）
民
権
派
の
思
想
の
弱
点
の
ひ
と
つ
は
、
他
国
の
民
族
独
立
と
人
民
へ
の
共
感
が
一
般
に
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
民
権
派
は
、
対
ア
ジ
ア
認
識
の
弱
さ
か
ら

国
権
拡
張
主
義
に
と
ら
わ
れ
、
つ
い
に
は
国
家
主
義
に
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

（
”
）
（
犯
）
広
瀬
前
掲
論
文
。
（
大
分
東
明
高
校
教
諭
大
分
市
政
所
三
二
一
一
’
一
七
）
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